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設立趣意書抜粋（地区の特性等） 

 
 松林地区は市内でも田畑が多く残る地区で、現在も農業が盛んに営まれている。また、神社や

寺院なども数多く存在しており、これら「地域文化の基盤」により醸成される地域コミュニティ

は継続している一方、昭和の後半に実施された大規模な住宅地造成事業や開発事業により、多く

の新規住民が加わり、本地区の地域性も大きく変化している。 
 また、９ある自治会をはじめ、福祉、青少年育成、防災・防犯など様々な分野で数多くの団体

が活動している。 
 培ってきた伝統を重んじ、住民と地域文化が共存する松林地区であり続けるためには、今まで

以上に地区の団体や住民が身近な問題について気軽に話し合い、顔の見える関係づくりや住民相

互の連携を図り、「共助」の力を強くしていかなければならない。 
 また、従来自治会が担ってきた地域におけるコーディネート機能をさらに高め、地域横断的な

取り組みを進めることが必要となることから、地域と市とが密接に連携・協力し、多くの住民で

地域の情報を共有し、課題を発見し、その課題を解決していくため、新たな地域コミュニティの

形成を図ることとした。 



認定基準確認表（松林地区まちぢから協議会） 

認定基準（条例第２条第２項） 適合状況 

(1) 

①規約に、「主として活動する区域」を規定し

ているか。 

規約第１条に市長が告示する松林地区を協議会

の活動区域とすることを規定している。 

②規約に規定した「主として活動する区域」

が「市長が定める認定区域」と合致している

か。 

市長が告示する区域と規約第１条に規定してい

る協議会の活動区域が合致している。 

(2) 

①規約に、構成員として「認定区域で活動す

る自治会」を規定しているか。 

規約第６条（１）に規定している。 

②構成員の一覧を記載した書類により、「認

定区域で活動する自治会が構成員となって

いること」が明確になっているか。 

名簿に規約第６条（１）に規定している自治会名

を記載している。 

※全９自治会の内、全ての自治会が構成員となっ

ている 

③認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、各種団体や地域住

民と連携・補完し合いながら、コミュニティ

がその認定区域の全部において公益を増進

するための活動を行うことができる体制が、

規約や活動計画書等により明確になってい

るか。 

※認定区域で活動する自治会の全てが構成

員になっていない場合は、別紙「連携・補完

体制確認表」も併せて提出してください。 

該当なし 

(3) 

①規約に、構成員として「茅ヶ崎市地域コミ

ュニティの認定等に関する条例施行規則第

３条第１項各号で定める団体」を規定してい

るか。 

規約第６条（２）～（１２)に規則第３条第１項各

号で定める団体を規定している。 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニ

ティ 

（２）松林地区社会福祉協議会の代表 

（３）松林地区民生委員児童委員協議会の代表 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的と

するコミュニティ 

（４）松林地区体育振興会の代表 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的と

するコミュニティ 

（５）松林学区青少年育成推進協議会の代表 

（６）室田小学校区青少年育成推進協議会の代表 

（７）松林小学校ＰＴＡの代表 

（８）室田会の代表 

（９）松林中学校ＰＴＡの代表 

（１０）松林学区青少年指導委員の代表 
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（１１）室田学区青少年指導員の代表 

（１２）小和田学区青少年指導委員の代表 

②構成員の一覧を記載した書類により、「規

則第３条第１項各号で定める団体が構成員

となっていること」が明確になっているか。 

名簿に規約第６条（２）～（１０）、（１２）に規

定している団体名を記載している。 

※（１１）室田学区青少年指導員の代表は休会の

ため記載なし 

(4) 

①規約に、構成員として「公募により選出さ

れるもの」を規定しているか。 

規約第６条（１５）に規定している。 

②構成員の一覧を記載した書類により、「公

募により選出されるものが構成員となって

いること」が明確になっているか。 

※不在の場合は、「現在募集中であること」、

「今後募集予定であること」が認定に必要と

なります。 

現在、公募により選出されるものは不在 

※募集を行ったが、適任者がいなかったため、今

後募集予定 

(5) 

①規約に、「事業に認定区域に住所を有する

全ての個人が参加できること」を規定してい

るか。 

規約第１１条、第２４条～第２８条に部会に関す

る事項を規定している。また、松林地区まちぢか

ら協議会部会設置規程第２条に松林地区に住所

を有する全ての個人が部会に参加できることを

規定している。 

②活動計画書等により、「認定区域に住所を

有する全ての個人が参加できる事業」が明確

になっているか。 

事業計画書に記載している。 

(6) 

①規約に、「運営が民主的に行われる仕組み」

を規定しているか。 

規約第１１条第２項及び第３項に過半数の出席、

多数決といった意思決定の方法を規定している。 

②活動計画書等により、「地域住民や事業者

等に対し、活動を周知する体制や、意見や要

望を聴取する体制が構築されていること」が

明確になっているか。 

事業計画書に記載している。 

(7) 

①規約に、「目的、名称、主として活動する区

域、主たる事務所の所在地、代表者に関する

事項、会議に関する事項」を規定しているか。 

規約第１条に名称及び主として活動する区域、第

２条に主たる事務所の所在地、第３条に目的、第

８～１０条に代表者に関する事項、第１１条に会

議に関する事項を規定している。 

(8) 

①規約等から、「営利的活動、宗教的活動、政

治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないこと」が読み取れるか。 

事業計画書、事業報告書のとおり、規約第３条に

規定した目的に関する事業のみを行っている。 

②毎年度の活動計画書及び収支予算書から、

上記の項目に合致しないことが明確である

か。 

事業計画書、収支予算書で明確になっている。 
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松林地区まちぢから協議会規約 

（名称及び区域） 

第１条 本会は、松林地区まちぢから協議会（以下「協議会」という。）と称し、市長が

告示する松林地区を活動区域とする。 

（所在地） 

第２条 協議会の所在地は、松林コミュニティセンター（茅ヶ崎市高田二丁目１４番２

８号）に置く。 

（目的） 

第３条 協議会は、地域における課題解決のため、松林地区の代表組織として新たな地域

コミュニティを形成し、自主的且つ主体的に活動するとともに、市と協働し、住みよい

地域社会を構築することを目的とする。 

２ 協議会は、松林コミュニティセンターの管理運営を行い、住民の学習、集会、レク

リエーションの場を提供し、地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図り、心の豊

かさとふれあいのある地域社会を形成することを目的とする。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）松林地区の住民及び各種団体等の課題解決に向けた取り組みに関すること。

（２）松林地区の住民及び各種団体等の共通の学習及び行事等に関すること。

（３）松林地区の各種団体等の活性化及び各種団体相互の連絡調整に関すること。

（４）松林地区の住民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること。

（５）松林コミュニティセンターの管理運営に関すること。

（６）その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

（構成） 

第５条 協議会は、委員、準委員、部会員で構成する。 

（委員） 

第６条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、委員の数は４０名以内とする。 

（１）松林地区に属する単位自治会の代表者

（２）松林地区社会福祉協議会の代表

（３）松林地区民生委員児童委員協議会の代表

（４）松林地区体育振興会の代表

（５）松林学区青少年育成推進協議会の代表

（６）室田小学校区青少年育成推進協議会の代表

（７）松林小学校 PTA の代表
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（８）室田会の代表

（９）松林中学校 PTA の代表

（１０）松林学区青少年指導員の代表

（１１）室田学区青少年指導員の代表

（１２）小和田学区青少年指導員の代表

（１３）第２４条第４項に定める部会長

（１４）協議会が推薦する者

（１５）公募による者

２ 委員は松林地区に居住する者とする。 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（準委員） 

第７条 協議会に準委員を置く。 

２ 準委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充準委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ４名 

（３）書記   １名 

（４）会計   １名 

（５）監事   ２名 

２ 前項の役員は、総会において、委員の中から選任する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。 

（役員の職務） 

第１０条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（３）書記は、会議の記録及び協議の事務を行う。

（４）会計は、協議会の運営及び活動に関する会計事務を行う。

（５）監事は、協議会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告
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する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見し、総会に報告の必要がある

と認めるときは、臨時総会の開催を請求する。 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。 

２ 総会及び運営委員会は構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただ

し、総会及び運営委員会において委任状の提出があった委員および準委員については、

出席があったものとみなす。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

（総会の構成） 

第１２条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。 

（総会の種別） 

第１３条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の

目的たる事項を示して請求があったとき及び第１０条第５号の規定により監事から請求

があったときに開催する。 

（総会の招集） 

第１４条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議

の７日前までに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１５条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）事業報告及び決算に関すること。

（２）事業計画及び予算に関すること。

（３）役員の選任に関すること。

（４）松林コミュニティセンターの事業報告及び決算に関すること。

（５）松林コミュニティセンターの事業計画及び予算に関すること。

（６）松林コミュニティセンターの役員の選任に関すること。

（７）規約の制定及び改正に関すること。

（８）その他、協議会の組織及び運営方針に関すること。

（総会の議事録） 
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第１６条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

（１）日時及び場所

（２）委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

（３）開催目的、協議事項及び議決事項

（４）議事の経過の概要及びその結果

（５）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印

をしなければならない。 

（役員会の構成） 

第１７条 役員会は、役員をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、協議会の会長が就く。 

３ 役員会には、役員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（役員会の招集） 

第１８条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の議決事項） 

第１９条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１）総会及び運営委員会に付議する事項に関すること。

（２）総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関すること。

（３）総会、運営委員会、部会の会務の調整に関すること。

（運営委員会の構成） 

第２０条 運営委員会は、委員及び準委員をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、協議会の会長が就く。 

３ 運営委員会には、委員及び準委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（運営委員会の招集） 

第２１条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（運営委員会の議決事項） 

第２２条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

（１）委員及び準委員の選任に関すること。

（２）部会長や部会員の選任に関すること。

（３）事務局の選任に関すること。

（４）部会の設置に関すること。

（５）部会間や団体間の連絡調整に関すること。
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（６）各部会が協議した事業に関すること。

（７）松林コミュニティセンターの管理運営に関すること。

（８）協議会に寄せられた意見及び提案に関すること。

（９）総会の議決を要さない会務の執行。

（１０）その他に関すること。

（運営委員会の議事録） 

第２３条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。 

（１）日時及び場所

（２）委員及び準委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員及び準委員も含

む。） 

（３）開催目的、協議事項及び議決に関すること。

（４）議事の経過の概要及びその結果

（部会の構成） 

第２４条 部会は、部会員をもって構成する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会の議長は、部会長が就く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会の中から互選により選任する。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２５条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで

は、その職務を行わなければならない。 

（部会の招集） 

第２６条 部会は、部会長又は運営委員会が必要と認めたときに招集する。 

（部会長及び副部会長の職務） 

第２７条 部会長及び副部会長の職務は、次のとおりとする。 

（１）部会長は、担当部会を代表し、部会の運営を総括する。

（２）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときには、その職務を代理す

る。 

（部会の協議事項） 

第２８条 部会は、所掌する事項について調査・審議し、役員会又は運営委員会に報告す

る。 
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２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（松林コミュニティセンターの管理運営） 

第２９条 松林コミュニティセンターの管理運営は、協議会の中に設ける松林コミュニテ

ィセンター管理運営委員会が行う。 

２ 松林コミュニティセンター管理運営委員会の所掌する事項は別に定める。 

（事務局） 

第３０条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、書記が統括する。 

３ 事務局に、松林地区に居住する者から役員会が推薦し、運営委員会の議決を得た者を

置くことができる。 

（事務局の所掌事務） 

第３１条 事務局は、次の事務を司るものとする。 

（１）会議の資料の作成に関すること。

（２）会議の議事録の作成に関すること。

（３）会計事務に伴う事項に関すること。

（４）茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整に関すること。

（５）その他、協議会の運営に必要な事項に関すること。

（事業及び会計年度） 

第３２条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

（経費） 

第３３条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３４条 会議でだされた意見等のほか、松林地区の住民及び各種団体等から寄せられた

意見等は、事務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 

（必要事項） 

第３５条 その他、協議会の運営について必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規約は平成２６年７月１８日から施行する。 

附 則 

この規約は平成２８年４月１９日から施行する。 

附 則 
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この規約は平成２８年５月２７日から施行する。 

附 則 

この規約は平成３０年５月１８日から施行する。 

附 則 

この規約は令和２年５月２８日から施行する。 

附 則 

この規約は令和４年４月１５日から施行する。 

附 則 

１ この規約は令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行

する。 

２ 指定管理者の指定のために必要な行為は、この規約の施行の日前であっても、改正後

の松林地区まちぢから協議会規約の規定の例により行うことができる。 
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松林地区まちぢから協議会  部会設置規程

（趣旨）

第１条 この規程は、松林地区まちぢから協議会規約第２８条第２項の

規定により、松林地区まちぢから協議会の部会名及び所掌する

事項等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（部会について）  

第２条  松林地区まちぢから協議会に設置する部会は次のとおりとし、

松林地区に住所を有する全ての個人が参加できるものとする。

(1) 子ども部会

(2) 防災部会

(3) 福祉部会

(4) 広報部会

(5) 環境部会

（部会の所掌する事項等について）

第３条 前条に規定した部会の所掌する事項及び具体的な取り組み内容

は、次のとおりとする。  

(1) 子ども部会

ア 青少年育成・人的交流の創出に関すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件等に関

すること

(2) 防災部会

ア 災害対策・防災力向上に関すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件等に関

すること

(3) 福祉部会

ア 誰もが安心して暮らせる地域社会を創出すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件等に関

すること

(4) 広報部会

ア 松林地区及び松林地区まちぢから協議会の情報を発信すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件等に関

すること

(5) 環境部会

ア 生活環境の改善に関すること

イ その他運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件等に関

すること
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附 則

この規程は、平成２８年２月２６日から施行する。

  附 則

この規程は、平成２８年３月１８日から施行する。

附 則

この規程は、平成２９年３月１７日から施行する。

附 則

この規程は、平成２９年５月８日から施行する。

  附 則

この規程は、平成３０年６月２２日から施行する。
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役職 所属 氏名 備考

1 会長 上赤羽根自治会 細田　 勲

2 副会長 協議会推薦 安齋　英雄

3 副会長 協議会推薦 今井　邦親

4 副会長 松林地区体育振興会 五反田　敏明

5 副会長 協議会推薦 曾根　進三郎

6 会計 協議会推薦 内田　紘

7 書記 協議会推薦 森　俊彦

8 監事　 松林地区社会福祉協議会 浅岡　 肇

9 監事　 民生委員児童委員協議会 小澤　雅子

10 菱沼自治会 武田　和好

11 室田自治会 高橋　潔

12 中赤羽根自治会 川口　稔

13 下赤羽根自治会 手代木　宏

14 高田自治会 福井　達夫

15 ニュータウン茅ヶ崎自治会 齋藤　満

16 ショクサンビラ自治会
入交　豊
（長田　久代）

17 オクトス湘南茅ヶ崎自治会 安井　政樹

18 松林学区青少年育成推進協議会 柴田　晴美

19 室田小学校区青少年育成推進協議会 田中　由季乃

20 松林小学校PTA 加藤　美津子

21 室田会（※広報部会長・公募委員と兼務） 川口　富士子

22 松林中学校PTA 望月　あゆみ

23 松林学区青少年指導員 中山　雪枝

24 室田学区青少年指導員

25 小和田学区青少年指導員 川上 晃子

26 子ども部会長 神原　純子

27 防災部会長 村松　章生

28 福祉部会長 吉野　伸子

29 広報部会長（※室田会・公募委員と兼務） 川口　富士子

30 環境部会長 池西　道郎

31 協議会推薦 上村　純夫

32 協議会推薦 亀田　英明

33 協議会推薦 井野　孔美

34 協議会推薦 木村　理江

35 公募委員 （※室田会・広報部会長と兼務） 川口　富士子

令和７年度　松林地区まちぢから協議会委員名簿（令和7年4月1日現在）
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前年度の活動報告書及び収支決算書

令和７年度事業報告 

１ 会議等の実施 

(１)定期総会、運営委員会、役員会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年４月１１日 第１回役員会 (1) 定期総会に向けた準備

(2) その他

・ 役員会・運営委員会について

・ 実績報告時の領収書の取扱いについて

４月１８日 定期総会 (1) 議案

・ 議案第１号 令和６年度事業実施報告

・ 議案第２号 令和６年度収支決算

・ 議案第３号 令和６年度会計監査報告

・ 議案第４号 推薦委員の選任（案）

・ 議案第５号 役員の選任（案）

・ 議案第６号 令和８年度までの事業方針（案）

・ 議案第７号 令和７年度事業計画（案）

・ 議案第８号 令和７年度収支予算（案）

(2) その他

・ 役員会・運営委員会について

５月１６日 第２回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会５月定例会の報告

(2) 防災部会長の選任（案）について

(3) 令和８年度の特定事業について

(4) その他

・ 運営委員名簿の配布

５月２３日 第１回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 防災部会長の選任（案）について

(3) 災害時避難行動要支援者支援制度に関する意見交換

会について

(4) 令和８年度の特定事業について

(5) その他

・ 運営委員名簿の配布

６月１３日 第３回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会６月定例会の報告

(2) 市民集会の日程・テーマ

(3) 松林コミセンの建設工事について

(4) その他
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・ 台風等に備えた LINE グループの作成について

６月２０日 第２回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 市民集会の日程・テーマ

(3) 松林コミセンの建設工事について

７月１１日 第４回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会７月定例会の報告

(2) 市民集会のテーマ

７月１８日 第３回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 市民集会のテーマ

９月１２日 第５回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会９月定例会の報告

(2) 市民集会について

(3) 令和８年度特定事業について

(4) 松林地区まちぢから協議会規約の改正・松林コミセ

ン管理運営委員会規程の制定について

(5) その他

・ 台風等に備えた Line グループの作成について

９月１９日 第４回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 市民集会について

(3) 令和８年度特定事業について

(4) 松林地区まちぢから協議会規約の改正・松林コミセ

ン管理運営委員会規程の制定について

１０月１０日 第６回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１０月定例会の報

告

(2) 市民集会について

(3) 令和７年度上半期の事業の振り返り及び令和８年度

の事業計画について

(4) 臨時総会の開催

１０月１７日 第５回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 市民集会について

(3) 令和７年度上半期の事業の振り返り及び令和８年度

の事業計画について

(4) 臨時総会の開催

１１月１４日 第７回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１１月定例会の報

告

(2) 臨時総会の準備について

(3) 市民集会について

(4) 令和８年度の年間スケジュール（案）について

(5) 公募委員の募集について

(6) その他

・ 地域コミュニティ審議会からのコメント

１１月２１日 第６回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について
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(2) 市民集会について

(3) 令和８年度の年間スケジュール（案）について

(4) 公募委員の募集について

(5) その他

・ 地域コミュニティ審議会からのコメント

・ 一般事業の決算の中間報告と期末までの見通し

１１月２１日 臨時総会 (1) 議案

・ 議案第１号 松林地区まちぢから協議会規約の改正

（案）

・ 議案第２号 松林コミュニティセンター管理運営委

員会規程の制定（案）

１２月１２日 第８回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１２月定例会の報

告

(2) 市民集会について

(3) その他

・ 公募委員の募集チラシの配布について

・ 指定管理者の選定スケジュール（松林コミセン）につ

いて

１２月１９日 第７回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 市民集会について

(3) その他

・ 公募委員の募集チラシの配布について

・ 指定管理者の選定スケジュール（松林コミセン）につ

いて

１２月２０日 市民集会 (1) 松林地区の地形を考慮した防災と地域住民の防災体

制について

令和８年１月１６日 第９回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会１月定例会の報告

(2) 定期総会に向けた準備

(3) その他

・ 市民集会の報告

・ 公募委員の募集（２月１３日まで）

・ 指定管理者の申請（松林コミセン）について

１月２３日 第８回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 令和７年度収支決算見込み

(3) 定期総会に向けた準備

(4) その他

・ 市民集会の報告

・ 公募委員の募集（２月１３日まで）

・ 指定管理者の申請（松林コミセン）について

・ 松林コミセンの工事日程について
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２月２０日 第１０回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会２月定例会の報告

(2) 定期総会に向けた準備

(3) 令和７年度決算報告および令和８年度予算立案につ

いて

(4) その他

・ 公募委員の応募（１名）

・ 自治会への市依頼事項についてのアンケート

２月２７日 第９回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 定期総会に向けた準備

(3) 令和７年度決算報告および令和８年度予算立案につ

いて

(4) その他

・ 公募委員の応募（１名）

３月１３日 第１１回役員会 (1) 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会３月定例会の報告

(2) 定期総会の開催

(3) 役員の選任（案）

(4) 推薦委員の選任（案）

(5) 松林コミュニティセンターの役員の選任（案）

(6) その他

・ 松林コミュニティセンターの投票所としての借用に

ついて

・ 各部会からの定期総会資料の提出期限

・ 公募委員の応募（１名）

３月１９日 第１０回運営委員会 (1) 部会等の活動報告について

(2) 定期総会の開催

(3) 役員の選任（案）

(4) 推薦委員の選任（案）

(5) 松林コミュニティセンターの役員の選任（案）

(6) その他

・ 各部会からの定期総会資料の提出期限

・ 公募委員の応募（１名）

・ 松林コミセン指定管理者選定等委員会の報告

(２)防災部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年４月２４日 第１回防災部会 (1)役員の選任について

(2)令和７年度地区防災訓について提案

(3)その他
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５月３０日 第２回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練の日程の確認

(3)その他

６月２７日 第３回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練の内容について

(3)その他

７月２５日 第４回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練の内容について

(3)その他

９月２６日 第５回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練の内容について

(3)その他

１０月２４日 第６回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練の内容について

(3)その他

１１月２８日 第７回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)地区防災訓練内容の最終確認

(3)その他

１２月５日 第８回防災部会 (1)部会長からの報告

(2)防災訓練の振り返り

(3)その他

令和８年３月２７日 第９回防災部会 (1)令和８年度地区防災訓練について

(2)その他

(３)子ども部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年６月１１日 第１回子ども部会

ミーティング

(1)次年度予算について

(2)次年度事業計画について

(3)ふくろう塾、かんがるぅのぽっけでのイベントにつ

いて

(4)夏休みのふくろう食堂開催に向けて

(5)その他

・ 生徒の公民館使用マナーについて

・ コミセン完成時の公民館併用について

８月４日 第２回子ども部会

ミーティング(zoom)
(1)次年度予算関連

・ ボランティアからの参加費徴収について

(2)食品衛生管理者について

(3)その他

・ 公民館まつりについて、ふくろう食堂予約状況など
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１１月２６日 第３回子ども部会

ミーティング(zoom)
(1) 次年度開催日程(10 月からはコミセン開催？)
(2) プレふくろう塾、じゃがいも植え付けについて

(3) 公民館まつりについて

(4) 今期残りの予算執行について

(5) その他

・ コミセンの調理器具等について(いただいたリスト参

照)
・ ふくろう塾参加生徒数の増減について

１２月 執筆依頼 令和８年３月発行予定「まちぢから」掲載のふくろう塾

についての紹介記事

随時 子ども部会グループ

LINE にて 
・ フードバンク食材について

・ スタッフの参加状況、気付いたこと等

(４)福祉部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年５月２０日 第１回福祉部会 (1)「第１７回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第１８回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)新たな交通手段の検討

７月１５日 第２回福祉部会 (1)「第１８回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第１９回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)新たな交通手段の検討を行い実施確認

(4)買い物難民の支援について

９月９日 第３回福祉部会 (1)「第１９回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第２０回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)買い物難民の支援について

１１月１８日 第４回福祉部会 (1)「第２０回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第２１回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)買い物難民の支援について

令和８年１月２０日 第５回福祉部会 (1)「第２１回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第２２回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)新たな交通手段の検討（長寿会）

(4) 2026年度活動計画・予算の検討

３月１０日 第６回福祉部会 (1)「第２２回福祉部会サロン」意見交換

(2)「第２３回福祉部会サロン」開催に向けて

(3)新たな交通手段の検討（お花見会）

(4) 2025年度活動報告・決算報告（暫定）及び 2026 年度

活動計画・予算（案）の検討
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(５)広報部会 

実施日 会議の名称 主な内容等

令和７年５月２７日 部会全体会議 (1) 前期決算の確認

(2) 令和 7 年度予算と事業(行動)計画について確認

(3) 松林地区内の今期行事予定について情報交換

(4) HP の更新について各自治会担当者の確認

(5) コミセン特集号の発行について

６月１７日 定例会 (1) 令和 8 年度事業計画と予算の検討

(2) コミセンが来年完成にあたり今年度の素材集め・写

真・発行回数について

(3) コミセン建設現況確認→近隣回覧時期など

８月１９日 オンライン連絡 運動会、バザーのポスター掲載内容確認

９月１６日 定例会 (1) 松林タイムス第１７号（運動会特集号）の企画検討・

記事案

(2) 松林タイムス第１７号の紙面体裁について（運動会

特集号）事前原稿執筆依頼

(3) 福祉バザー、防災訓練のポスター配布時期確認

１０月２１日 定例会 (1) 松林タイムス１７号（運動会特集号）の制作進捗会

議・大見出しについて

(2) 福祉バザー（11 月 3 日）、防災訓練（11 月 30 日）、

市民集会（12 月 20 日）のポスター制作内容確認・

各日程の撮影担当決め

１１月２１日 松林タイムス配布 (1) 松林タイムス１７号（運動会特集号）の自治会毎仕

分け・配布

１２月１６日 定例会 (1) 紙面掲載内容について検討 （1 月部会は記事の担

当分けをする）

(2) 今期予算で部会活動に必要なメディアを購入検討

（私物の持ち出しが多かったため）

(3) 写真掲載の肖像権について

令和８年１月２４日 定例会 (1) 松林タイムス第１８号（年次版）の記事・執筆依頼

担当決め

２月中 オンライン連絡主体 (1) 松林タイムス第１８号（年次版）の制作作業確認・

部内公示時期、印刷時期確認

(2) 令和７年度事業報告の確認（部会長・副部会長）

(3) 令和 8 年度定例会日程スケジュール連絡

３月１９日 松林タイムス配布 (1) 松林タイムス１８号（年次版）の自治会毎仕分け・

配布
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(６)環境部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和 7 年５月８日 第１回定例部会 (1)環境部会メンバー紹介

(2)令和 7 年度部会活動について

・ 活動計画

・ 予算

７月１０日 第２回定例部会 (1)ごみ収集所啓蒙ポスター掲示

(2)不適切排出の対策

９月１２日 第３回定例部会 (1)ごみの減量化について

１０月２３日 施設見学 環境事業センターごみ焼却施設見学

１１月１２日 第４回定例部会 (1)環境事業センターとの交流会

令和８年１月８日 第５回定例部会 (1)ごみの分別とリサイクルについて

３月１２日 第６回定例部会 (1)令和 7 年度総括

R７活動報告と決算報告

(2)その他

R８の施設見学（案）

２ 事業の実施 

区分 実施主体 実施日 事業の名称 

主催 子ども部会 通年 子育て世代の居場所づくり事業「かんがるぅのぽっけ」 

主催 子ども部会 通年 中学生の学習支援と夕食支援事業「ふくろう塾」 

主催 防災部会 １１月３０日 地区防災訓練（松林中学校）

主催 広報部会 通年 広報活動事業

主催 福祉部会 通年 サロン事業

共催 福祉部会 通年 歌体操支援事業

（１） 子育て世代の居場所づくり事業「かんがるぅのぽっけ」

（２） 中学生の学習支援と夕食支援事業「ふくろう塾」

（３） 広報活動事業

別紙「事業実施報告書」のとおり

（４） サロン事業（福祉部会）

概 要 松林公民館の講義室を借り、隔月開催（６回）を実施しました。昨年度に引き続き部会

としてサロンの開催を行いました。毎回参加者にアンケートを行い、参加者と一緒に楽

しい場所になるように努めました。各自治会に協力を得て、毎回自治会員の皆様に回覧

を回して頂き、直接申し込みをして頂きました。 

第１７回参加者（１１名）第１８回参加者（１０名）第１９回参加者（１２名） 

第２０回参加者（１２名）第２１回参加者（１４名）第２２回参加者（２１名） 
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（５） 歌体操支援事業

概 要 茅ヶ崎市主催で上赤羽根自治会館、小桜町防災倉庫の会議室、ショクサンビラ自治会館、

室田自治会館で松林地区４か所の歌体操教室が開催されています。それぞれの会場では、

部会員が指導役として参加しつつ、のぼり旗の設置などの支援を行いました。運動する

ことにより身体活動量の増加と共に、コミュニケーションにより地域住民の交流が行わ

れています。お楽しみ企画として年１回参加者及びボランティアの方にプレゼントを渡

しました。 

（６） 防災訓練

概 要 令和７年１１月３０日（日）に松林中学校を会場として「避難所開設・運営初動期訓練」

を実施しました。４月から７回の会議を重ね、「松林中学校 避難所運営マニュアル」を

ベースにした松林地区独自の「防災訓練実施要領」を作成。ビブスの色分けによる五つ

の班がそれぞれの役割を果たしました。A 班（レッド）：配備職員の補佐として安全確認

～受付と名簿作成 B 班（オレンジ）：避難者の誘導、受け入れ C 班（イエロー）：受

付の設置、スペースづくり、情報受・伝達 避難者役班（ブルー）：今回は民生委員児童

委員の方々にその重要な役割を担って頂きました。 本部班（グリーン）：運営本部・学

校職員・アマチュア無線（情報受・伝達訓練の指導）・看護師（看護レクチャー） レイ

アウトづくりは全員で行いました。そして、「津波ハザードマップ」を基に「津波避難対

策勉強会」の時間も設けることができました。（参加人数１０１名） 

３ その他の取り組み 

（１） 茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に基づく認定申請に関すること

 令和７年度第１回茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会に活動状況を報告し認定基準に適合して

いることが確認され、今後の取組みへの助言を得ました。 

（２） コミセン運営準備室

コミセン運営準備室を設置し、コミセンの管理運営に関する検討を進めました。

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和７年７月２３日 第８回コミセン運営準備室会議 (1)スケジュールについて

(2)規程等の整備について

(3)その他

・ コミセン視察（南湖会館）について

８月２６日 第９回コミセン運営準備室会議 (1)規程等の整備について

(2)指定管理者募集要項及び申請書類等につ

いて

(3)その他

・ コミセン連絡会研修会の出席者について
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９月３０日 第１０回コミセン運営準備室会議 (1)規程等の整備について

(2)備品等について

(3)その他

１０月２８日 第１１回コミセン運営準備室会議 (1)規程等の整備について

(2)役員等の選任について

(3)備品等について

(4)その他

・ コミセン出入口の鍵について

・ 選挙の投票所について

１２月２日 第１２回コミセン運営準備室会議 (1)備品等について

(2)指定管理者の選定スケジュールについて

(3)申請要項について

(4)申請書類について

(5)その他

令和８年１月６日 第１３回コミセン運営準備室会議 (1)申請要項について

(2)申請書類について

(3)その他

１月２０日 第１４回コミセン運営準備室会議 (1)申請書類について

(2)規程等の整備について

(3)その他

３月３日 第１５回コミセン運営準備室会議 (1)選定等委員会議について

(2)申請書類及び規程等について

(3)委員からの事前質問に対する回答につい

て

(4)その他

３月１７日 指定管理者選定等委員会 (1) 松林コミュニティセンターの管理運営に

係る評価について
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収入の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

補助金 250,000 250,000 0 認定コミュニティ助成金（運営等助成金）

その他 0 206 △ 206 利息
合計 250,000 250,206 △ 206

支出の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

【本部】 129,000 161,865 △ 32,865
消耗品費 17,000 56,874 △ 39,874 コピー用紙、プリンターインク等
会場使用料 14,000 0 14,000
物品費 40,000 79,536 △ 39,536 プリンター等
視察研修費 25,000 0 25,000
印刷製本費 30,000 25,455 4,545 会議資料等印刷代
予備費 3,000 0 3,000
【子ども部会】 13,000 12,570 430
通信運搬費 1,000 0 1,000
消耗品費 5,000 1,962 3,038 事務用品等
印刷製本費 7,000 0 7,000
事業費 0 10,608 △ 10,608 種芋、アートバルーン等
【福祉部会】 31,000 15,550 15,450
消耗品費 5,000 1,480 3,520 プリンターインク
会場使用料 2,000 1,600 400 会場冷暖房代
事業費 18,000 12,470 5,530 サロン事業用配布チラシ用紙代・印刷代

通信運搬費 4,000 0 4,000
印刷製本費 2,000 0 2,000
【広報部会】 22,000 15,864 6,136
消耗品費 12,000 15,864 △ 3,864 コピー用紙、USBメモリー等
印刷製本費 5,000 0 5,000
予備費 5,000 0 5,000
【環境部会】 20,000 5,089 14,911
消耗品費 10,000 5,089 4,911 コピー用紙、プリンターインク
印刷製本費 10,000 0 10,000
【防災部会】 35,000 34,434 566
消耗品費 18,000 20,414 △ 2,414 コピー用紙、USBメモリー等
通信運搬費 12,000 1,380 10,620 郵便切手、電波使用料
印刷製本費 0 12,640 △ 12,640 コピー代
予備費 5,000 0 5,000
小計 250,000 245,372 4,628
市への返還金 4,834
合計 250,000 250,206 △ 206

　令和７年度　松林地区まちぢから協議会収支決算

（１）一般事業費
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収入の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

補助金 240,000 140,000 100,000 市防災訓練補助金
拠出金 80,000 53,600 26,400 松林地区自治会連合会から
合計 320,000 193,600 126,400

支出の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

防災訓練用品費 30,000 0 30,000
消火器訓練備品費 0 0 0
救護搬送訓練備品 100,000 0 100,000
給食訓練用食材他 80,000 0 80,000
防災拠点訓練用備品費 70,000 193,600 △ 123,600 ネームプレート付きビブス８０着
避難訓練討議備品費 10,000 0 10,000
参加者用用品費 0 0 0
予備費 30,000 0 30,000
小計 320,000 193,600 126,400
市への返還金 0
合計 320,000 193,600 126,400

ア　学習支援と夕食支援事業「ふくろう塾」（子ども部会）
収入の部

項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳
補助金 295,000 295,000 0 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

参加費 48,000 48,500 △ 500 食事代（中学生以外から集金）
合計 343,000 343,500 △ 500

支出の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

消耗品費 20,000 26,320 △ 6,320 事務用品等
材料費 242,000 225,648 16,352 食材代
事業費 38,000 0 38,000
印刷製本費 13,000 5,640 7,360 開催通知及び配布資料印刷等
物品費 10,000 24,548 △ 14,548 参考書等
予備費 20,000 0 20,000
小計 343,000 282,156 60,844
市への返還金 61,344
合計 343,000 343,500 △ 500

（２）防災訓練事業費（防災部会）

（３）特定事業費
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収入の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

補助金 131,000 131,000 0 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

参加費 24,000 29,750 △ 5,750 大人1食200円、子どもおにぎり1個50円
合計 155,000 160,750 △ 5,750

支出の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

会場使用料 50,000 40,000 10,000 レンタルスペースにて開催(5回)
印刷製本費 12,000 1,000 11,000 開催通知発行等
消耗品費 25,000 7,335 17,665 除菌用品、掃除用品等
材料費 48,000 59,108 △ 11,108 食材代
事業費 10,000 29,339 △ 19,339 おもちゃ、絵本等
予備費 10,000 0 10,000
小計 155,000 136,782 18,218
市への返還金 23,968
合計 155,000 160,750 △ 5,750

収入の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

補助金 130,000 130,000 0 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

その他 0 135 △ 135 利息
合計 130,000 130,135 △ 135

支出の部
項　目 予算額 決算額 予算との差額 内　訳

印刷製本費 110,870 94,675 16,195

全戸配布A4版「松林タイムス」9,500部
25,440円を1回  全戸配布A3版「松林タイ
ムス」9,500部 56,575円を1回
 ポスター200枚を3回

消耗品費 5,000 13,606 △ 8,606 ハードディスク、USBメモリー
視察研修費 3,000 0 3,000
予備費 11,130 14,220 △ 3,090 文字おこしAIソフト
小計 130,000 122,501 7,499
市への返還金 7,634
合計 130,000 130,135 △ 135

ウ　広報活動事業（広報部会）

イ　子育て世代の居場所づくり事業「かんがるぅのぽっけ」（子ども部会）

25



当該年度の活動計画書及び収支予算書

令和８年度事業計画

１ 茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に係る事務に関すること

（１） 条例に基づく各種提出書類の作成事務

（２） 認定コミュニティ助成金（運営等助成金、特定事業助成金）の交付申請に関する事務

２ 協議の場の創出に関すること

（１） 部会等の開催

ア）子ども部会

青少年育成・人的交流を創出するための協議の場の運営

イ）防災部会

災害対策・防災力向上に関する協議の場の運営

ウ）福祉部会

誰もが安心して暮らせる地域社会を創出するための協議の場の運営

エ）広報部会

松林地区の情報を発信するための協議の場の運営

松林コミュニティセンター管理運営委員会やコミセン広報部会との協議の場の運営

オ）環境部会

生活環境の向上に関する協議の場の運営

カ）コミセン運営準備室

松林コミセンの準備に関する協議の場の運営

（２） 部会の設置に向けた検討

ア）地域の安全安心に関する部会の設置に関すること

（３） その他、住所を有するすべての個人に参加機会を提供するための取り組み

３ 協議会の周知及び広報に関すること

（１） 松林地区まちぢから協議会ウェブサイトの管理運営に関すること

ア）運営委員会議事録を記事に仕立て、発信する

イ）ホームページをもっている自治会やまちぢから協議会の傘下組織に対する技術支援

ウ）ホームページの運用を広報部会に任せたい自治会や組織に対応する

エ）地区内での主なイベントに多くの人々が参加するよう働きかける

（２） その他、松林地区まちぢから協議会に関する広報活動の実施及び企画

ア）市民集会、地区防災訓練、地区運動会、福祉バザーの PR ポスターを作成し自治会管轄掲

示場所（約１２０ヶ所）に掲示する
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イ）上記ア）で PR したイベントについて、事後報告としてイベントの様子をホームページや

「松林タイムス」に掲載し発行する

ウ）情報発信ツールとしての SNS 関連技術研修会の開催 

４ 事業に関すること

（１） 青少年育成・人的交流に関すること

ア）ふくろう塾（中学生の学習支援と夕食支援事業）の実施

イ）かんがるぅのぽっけ（子育て世代の居場所づくり事業）の実施

ウ）地域の子ども•保護者に寄り添った支援の実施

（２） 災害対策・防災力向上に関すること

ア）防災訓練の実施

（３） 誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に関すること

  ア）新たな居場所・サロン（通える場所）創出のための支援を行う

  目標：通える場所を増やそう

  福祉部会が行うサロン（通いの場）活動

イ）健康寿命を延ばす

目標：運動（動ける）場所を増やそう

歌体操教室の実施支援

ウ）新たな移動手段の検討

  目標：もう一度笑顔をみられるように

 地域の福祉団体の協力を得て移動支援の取り組み

 買い物難民の支援の実施

（４） 生活環境の向上に関すること

ア）地区内のゴミ集積所の改善

・ごみ集積所啓蒙ポスター掲示

・不適切排出の対策

イ）ごみの減量化

・ごみの分別、リサイクル化の推進で一般ごみの減量の検討

（５） その他、事業に関すること

ア）市民集会の開催

イ）視察研修の実施

ウ）松林コミセンの開館準備及び開館後の管理運営
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収入の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

補助金 250,000 250,000 0 認定コミュニティ助成金（運営等助成金）

その他 206 0 △ 206 利息
合計 250,206 250,000 △ 206

支出の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

【本部】 161,865 129,000 △ 32,865
消耗品費 56,874 31,000 △ 25,874 コピー用紙、ラミネートシート等事務物品

物品費 79,536 40,000 △ 39,536 物品購入費
視察研修費 0 25,000 25,000 視察研修代、講習会参加費
印刷製本費 25,455 30,000 4,545 会議資料等印刷代、写真プリント代
予備費 0 3,000 3,000
【子ども部会】 12,570 13,000 430
消耗品費 1,962 4,000 2,038 事務用品等
印刷製本費 0 1,000 1,000 会議資料・チラシ等印刷代
事業費 10,608 8,000 △ 2,608 種芋、アートバルーン代等
【福祉部会】 15,550 31,000 15,450
消耗品費 1,480 3,000 1,520 事務用品等
会場使用料 1,600 2,000 400 会場冷暖房代等
事業費 12,470 21,000 8,530 サロン交流会代
通信運搬費 0 4,000 4,000 切手代等
印刷製本費 0 1,000 1,000 コピー代
【広報部会】 15,864 22,000 6,136
消耗品費 15,864 12,000 △ 3,864 プリンターインク等
印刷製本費 0 5,000 5,000 臨時印刷物発行等
予備費 0 5,000 5,000
【環境部会】 5,089 20,000 14,911
消耗品費 5,089 12,000 6,911 事務用品等
通信運搬費 0 4,000 4,000 切手代等
印刷製本費 0 4,000 4,000 コピー代
【防災部会】 34,434 35,000 566
消耗品費 20,414 20,000 △ 414 事務用品、訓練用消耗品
通信運搬費 1,380 1,200 △ 180 電波使用料
印刷製本費 12,640 12,000 △ 640 会議資料印刷・コピー代
予備費 0 1,800 1,800
小計 245,372 250,000 4,628
市への返還金 4,834
合計 250,206 250,000 △ 206

　令和８年度　松林地区まちぢから協議会収支予算

（１）一般事業費
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収入の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

補助金 140,000 140,000 0 市防災訓練補助金
拠出金 53,600 60,000 6,400 松林地区自治会連合会から
合計 193,600 200,000 6,400

支出の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

防災訓練用品費 0 60,000 60,000 災害用バンダナ
消火器訓練備品費 0 0 0
救護搬送訓練備品 0 50,000 50,000 折りたたみ式担架
給食訓練用食材他 0 0 0
防災拠点訓練用備品費 193,600 30,000 △ 163,600 特定小電力トランシーバー
避難訓練討議備品費 0 0 0
参加者用用品費 0 50,000 50,000 物資配分用の用品
予備費 0 10,000 10,000
小計 193,600 200,000 6,400
市への返還金 0
合計 193,600 200,000 6,400

ア　学習支援と夕食支援事業「ふくろう塾」（子ども部会）
収入の部

項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳
補助金 295,000 331,600 36,600 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

参加費 48,500 26,400 △ 22,100
ふくろう塾：食事代300円×2人×24回（中
学生以外から集金）、ふくろう食堂等：食
事代300円×10人×4回（保護者含む）

合計 343,500 358,000 14,500

支出の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

消耗品費 26,320 20,000 △ 6,320 手袋、洗剤、ゴミ袋等

材料費 225,648 272,000 46,352
ふくろう塾24回分、ふくろう食堂2回分、
ふくろう塾体験会1回分、公民館ピザ窯使
用のイベント1回分

事業費 0 33,000 33,000 受講費（食品衛生管理者 2名分）等

印刷製本費 5,640 13,000 7,360
開催通知等印刷、ふくろう通信発行年2
回、カラーコピー代

物品費 24,548 10,000 △ 14,548 学習参考書、高校入試資料等
予備費 0 10,000 10,000
小計 282,156 358,000 75,844
市への返還金 61,344
合計 343,500 358,000 14,500

（２）防災訓練事業費（防災部会）

（３）特定事業費
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収入の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

補助金 131,000 139,000 8,000 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

参加費 29,750 24,000 △ 5,750 食事代200円×10組×12回
合計 160,750 163,000 2,250

支出の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

会場使用料 40,000 50,000 10,000 レンタルスペース代（公民館・自治会館借用不可時）

印刷製本費 1,000 12,000 11,000 開催通知等印刷
消耗品費 7,335 15,000 7,665 手袋、食器洗剤、ゴミ袋、紙皿、紙コップ等

材料費 59,108 66,000 6,892 かんがるぅのぽっけ12回分
事業費 29,339 10,000 △ 19,339 節句、クリスマス、節分など季節感のある催しの開催

予備費 0 10,000 10,000
小計 136,782 163,000 26,218
市への返還金 23,968
合計 160,750 163,000 2,250

収入の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

補助金 130,000 226,000 96,000 認定コミュニティ助成金（特定事業助成金）

その他 135 135 利息
合計 130,135 226,000 95,865

支出の部
項　目 前年度決算額 予算額 差額 内　訳

印刷製本費 94,675 197,728 103,053

全戸配布A4版「松林タイムス」9,000部
20,098円を3回
全戸配布A3版「松林タイムス」9,000部
58,820円を2回
ポスター200枚　5,159円を5回

消耗品費 13,606 5,000 △ 8,606 参考書、会議資料代、インク代等
視察研修費 0 3,000 3,000 外部セミナー参加費（サポートセンターの講座等を予定）

予備費 14,220 20,272 6,052
小計 122,501 226,000 103,499
市への返還金 7,634
合計 130,135 226,000 95,865

ウ　広報活動事業（広報部会）

イ　子育て世代の居場所づくり事業「かんがるぅのぽっけ」（子ども部会）
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特定事業の概要（松林地区・ふくろう塾）

 松林地区まちぢから協議会では、松林地区における地域課題を話し合うなかで、とりわけ多くの意見

があがった「子どもの居場所」に関する課題を解決するための取り組みとして、地域が協力し合い事業

を実施している。

（１）事業の概要 

 公民館の和室や会議室等を利用し、思春期を迎えている中学１～３年生に対する学習支援を実施して

いる。また、生徒の悩みを聞きアドバイスを行うなど、前向きに勉強や日々の生活に向き合ってもらえ

るよう支援することで、生徒の居場所としても機能している。

（２）事業のねらい 

・学校や家庭に居場所の無い子の第３の居場所となり、子どもの孤立を防ぐ

・地域の大人と関わることで孤立しないようにする

・学習支援を通じて、学習意欲の向上を図る

・子どもの主体性を大切にする

・子どもに対する理解を深める

（３）令和７年度実績 

 ２３回開催し、参加者数は延べ人数２７５人（中学生合計）で、１回あたりの平均人数は 11.9 人で

あった。 

 参加しやすくなるきっかけを作るため、生徒が調理段階から参加できるようにしたほか、昨年度に続

きじゃがいもの植え付けと収穫体験を行った。

 楽しんで参加する生徒の様子や、学習支援を通じて生徒の成功体験に繋がる場面が見受けられたこと

などから、家庭でも学校でもない第３の居場所として機能しており、事業目的の達成につながっている

と考察している。 

 今後は、フードバンクを活用した食材調達、LINE や Instagramを活用した魅力的な情報発信、中学校

との連携の強化等に取り組んでいく。また、事業開始１０周年を迎えるにあたり、新たに開館する松林

コミュニティセンターでの活動を念頭に置き、更なる工夫を凝らしながら、居場所が必要な生徒にもっ

と参加してもらえるよう事業展開を行っていく。 
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特定事業実施報告書（松林地区・ふくろう塾） 

令和７年度 事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
学校や家庭に居場所の無い子の第３の居場所となり、子どもの孤立を防ぐた

め、中学生の学習支援と夕食支援を実施する。 

活動期間 令和 7 年４月 12 日～令和 8 年３月 18 日 

実施体制 
松林地区まちぢから協議会

子ども部会 
周知方法 

松林､円蔵､赤羽根中学校へ

掲示、配布、公式 LINE 等 

参加者数 

中学生      275 人 

小、未就学    15 人 

高校生         20 人 

スタッフ      96 人 

支援者      33 人 

ボランティア   44 人 

保護者      21 人 

大人参加者     １人 

見学者       ２人 

 

合計        507 人 

実施日 

4/12 土、4/16 水、5/10

土、5/21 水、6/7 土、6/18

水、7/5 土、7/16 水、8/9

土、8/20 水、9/6 土、9/17

水、10/4 土、10/15 水、

11/1 土、11/19 水、12/6

土、12/17 水、R8・1/10

水、1/21 水、2/7 土、2/18

水、3/18 水 

食事提供合計 23 回 

追加 6／22 日じゃがいも収

穫、R8・3/7 土は松林公民

館まつりのため中止 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

・楽しんで参加する生徒の様子を見て「ふくろう塾」は家庭でも学校でもな

い第３の居場所として、生徒の自己肯定感を高めることに繋がったと感じ

た。 

・学習支援者に数学を教えてもらっていた生徒が、「わかった！！」と歓喜

の声をあげ、コツを掴んだ瞬間に遭遇した。自分で解けた喜びをきっかけ

に、すぐに友人に教えて再確認し、もっと解いてしっかり自分のものにし

たい！という場面を見て、成功体験は一瞬で人を成長させることを実感で

きた。 

・高校生になったふくろう塾 OB は、部活後輩に高校生活の楽しさを話して

くれる。同じく高校生になった同級生と、調理から参加してくれた。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

・昼間に動けるスタッフがおらず、予定していた野外活動が今年も出来なか

った。同様に、スタッフの研修等も出来なかった。 

・年度末に小学６年生を対象とした『ふくろう塾体験会』を開催したが、今

年は残念ながら参加者がいなかった。 

・開催通知文の配布のほか、参加者に公式 LINE 登録をしてもらった。LINE

に連絡がくるようになり、急な参加者にも対応する事が出来た。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

・支出があったものについては概ね適切だった。 

・印刷物については、開催通知を 3 ヶ月分にまとめる工夫をした。 

・当初計画していたピザ釜イベントが実施できなかったり、実施回数が減っ
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たものの、食材等の価格高騰のため大幅な予算減額とはならなかった。 

・物価高の中なるべく安価に食材を仕入れた。 

・支援者の畑や公民館にて野菜栽培をし、食材として使用した。また、フー

ドバンク登録により食材を調達することで、材料費の削減に努めた。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

・子どもたちにお楽しみメニューをリクエストしてもらうことで、参加の継

続につながった。 

・頭ごなしに叱るのではなく、会話をして話を聞き出すようにした。 

・中学校との連携を取り易くすべく、スタッフから積極的に学校行事参加や

見守り活動を行うことで、学校から生徒の話がくるようになった。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

・高校生になった OB が進路が決まった 3 年生に「おめでとう〜！」と我が

事のように喜ぶ姿や、生徒同士で教え合う姿などに、その都度感動してい

る。 

・鍋いっぱいのカレーが完食となり、スタッフが食事を取れないこともあっ

たが、見事な食べっぷりが嬉しかったと言っている。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

・地域の方のご厚意で、じゃがいもの植え付け及び収穫をすることができ

た。収穫したじゃがいもで作ったカレーを食べる生徒に、地域のみなさん

がふくろう塾にきているみんなの成長を見守っていることを伝えた。 

・ボランティアで参加してくれているふくろう塾 OG の大学生が、今後就職

してからも積極的に参加したいと言ってくれた。我々の思いを引きついで

くれる、心強い担い手だ。 

•まちぢから協議会連絡会作成の『まちぢから』に松林地区の活動としてふ

くろう塾の活動を掲載していただいたことで、身近な居場所としてまもな

く 10 年目となる活動を周知出来た。 

課題と今後の展望につ

いて 

・フードバンクより、今後は肉などの提供も受けられるように保管期間や場

所をより工夫して、食材ロスや費用軽減に努める。 

・LINE での開催通知が好調。Instagram をもっと活用し、魅力的な内容と

なるように発信していく。 

・中学校との連携を強化し、居場所が必要な生徒にもっと参加してもらえる

よう、各学校と更に協力していく。 

・じゃがいもの収穫体験のほか、野外活動等の普段のふくろう塾とは異なる

活動を行い、ふくろう塾を知ってもらうきっかけをつくる。 

・今年度初開催の小学生も対象とした「ふくろう食堂」を、夏休みだけでな

く秋冬春休みにも開催出来るよう計画していく。 

・コミセンでの活動を念頭に、生徒たちと公共の場の使用マナーを再度話し

合い、10 周年を迎えるにあたり改めて簡単な参加ルールをみんなで決め

ようと考えている。 
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実施

回数
実施日 中1 中2 中3 高校生 小学生 合計 スタッフ

食事提供集

金額
メニュー 備考

1 4月12日 4 11 1 2 0 18 4 2,400
唐揚げ、小松菜高野豆

腐スープ、小松菜卵とじ、

キウイ

支援者3名(大学生1名), 保護

者１名，ボランティア1名

2 4月16日 4 13 1 1 0 19 4 1,200
カレー、野菜ベーコン

スープ、追加　おむすび

支援者2名(大学生1名)、保護

者２名、ボランティア１名

3 5月10日 3 7 1 1 0 12 4 2,400
たけのこご飯、ハンバー

グ、味噌汁、おむすび

支援者1名（大学生）、ボラン

ティア１名（柴田さん同僚）

4 5月21日 1 18 1 1 0 21 3 1,200

チキンカレー、キャベツと

ミニトマトとベーコンスー

プ、追加ナスベーコンカ

レー

保護者1名

5 6月7日 3 5 1 1 0 10 4 2,100
豚肉春雨丼、キャベツと

ウインナーのコンソメ

スープ

支援者2名(大学生1名)、保護

者1名、ボランティア１名

6 6月18日 7 8 0 0 0 15 5 1,800

野菜たっぷりキーマカ

レー、キャベツとツナとト

マトのスープ、フルーツ

ヨーグルト

支援者１名、保護者1名、ボラ

ンティア１名

7 6月22日 3 0 2 0 0 5 4 0 じゃがいも収穫
支援者1名、 ボランティア5名

(内大学生3名)

8 7月5日 5 9 1 1 1 17 2 1,500
新じゃがコロッケ、新じゃ

が味噌汁、夏野菜付け合

わせ

支援者１名、ボランティア1

名、保護者１名

9 7月16日 6 13 0 1 1 21 5 1,500
カレー、野菜スー

プ、ヨーグルトフ

ルーツ添え

支援者2名(大学生1名)、ボラ

ンティア１名

10 8月9日 2 6 1 2 0 11 3 2,400
冷やしうどん、とり天、野

菜天

支援者3名(大学生1名), 保護

者１名，ボランティア1名

11 8月20日 2 9 0 0 0 11 6 4,800
キーマカレー、コロッケ、

きゅうりの浅漬け、ミニト

マト、スイカ

支援者3名（大学生2名）、ボラ

ンティア4名、見学２名

8月20日 1 0 0 0 7 8
ふくろう食堂   保護者3名、年

長1名合計 子ども9名、大人3

名

12 9月6日 3 3 1 2 0 9 3 2,400

ササミスティック、ポテト

サラダ、豚汁、切り干し大

根煮付け、白米、りんご、

バナナ

支援者2名(大学生1名)、ボラ

ンティア2名、保護者１名

13 9月17日 0 0 0 0 0 0 6 1,400
夏野菜カレー、マカロニ

サラダ、梨
ボランティア1名、保護者１名

14 10月4日 1 9 1 1 0 12 4 1,800
焼肉丼、わかめスー

プ、お月見団子
ボランティア2名、保護者1名

15 10月15日 3 6 1 0 0 10 4 1,800
ハヤシライス、ハロ

ウィンウインナー、

カボチャサラダ

保護者1名、ボランティア2名

16 11月1日 1 7 1 1 0 10 5 2,400
鶏ときのこの炊き込みご

飯、豚汁、野菜の天ぷら
支援者１名、ボランティア3名

17 11月19日 0 5 0 1 0 6 3 2,100
カレー、中華春雨スー

プ、フルーツ缶

支援者1名、ボランティア3名、

大人参加者1名

18 12月6日 1 7 2 0 0 10 6 1,800
唐揚げ、クリームシ

チュー、キウイヨーグルト
ボランティア2名

令和7年度　　ふくろう塾実績
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高校生の先輩とお話ができた           初開催、ふくろう食堂 

  

楽しい仲間たち                成功体験の瞬間 

19 12月17日 4 11 1 1 0 17 4 2,700
ひき肉カレー、スープ、フ

ルーツポンチ

支援者2名(大学生1名), ボラ

ンティア2名、保護者1名

20 1月10日 3 6 1 2 1 13 3 2,700
牛丼、けんちん汁、餅、

シュークリーム

支援者3名(大学生1名), 保護

者１名，ボランティア2名

21 1月21日 9 11 2 1 0 23 5 1,800
カレー、野菜ベーコン

スープ、いちご

支援者１名、保護者1名、ボラ

ンティア2名

22 2月7日 2 2 1 0 4 9 2 1,800
お子さまランチ、白米、

キャベツスープ

支援者１名、保護者1名、ボラ

ンティア2名

23 2月18日 0 11 1 1 0 13 4 2,100 カレー、コンソメスープ
支援者１名、保護者1名、ボラ

ンティア2名

24 3月7日 0 0 0 0 0 0 0 0
公民館まつりのため中止(3/8

屋外テントにて活動紹介)

25 3月18日 0 8 1 0 0 9 3 2,400
カレー、野菜スープ、マカ

ロニサラダ、シュークリー

ム

支援者2名(大学生1名), ボラ

ンティア2名、保護者1名

合計 68 185 22 20 14 309 96 48,500 支33、ボ44、保21

3/8  松林公民館まつりにてアートバルーンを作成配布し活動紹介をした。
 
＊子ども部会としての活動
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収支決算書 

収入 

 

支出 

 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 

科  目 予算額 決算額 内        訳 

補助金 295,000 295,000 

 

認定コミュニティ特定事業助成金 

参加費 48,000 48,500 食事代（中学生以外から集金） 

計 343,000 343,500  

科   目 予算額 決算額 内        訳 

消耗品費 20,000 26,320 事務用品等 

材料費 242,000 225,648 食材代 

 

 

事業費 

 

38,000 0  

印刷製本費 13,000 5,640 開催通知及び配布資料印刷等 

資料費 10,000 24,548 参考書等 

予備費 20,000 0  

市への返還金  61,344  

計 343,000 343,500  
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何を勉強するかは自分で決めて OK です！ 

提出する数学のドリルや国語の漢字練習をしたり、宿題をしたり・・・。わからないと

ころは、地域のボランティアさんが一緒に考えてくれます。 

ときには、学校のことや友達のことなど、お話が盛り上がっちゃうこともありますよ。 

いつやってるの ？   

毎月 、 原則   

第一 土曜日と 第三 水曜日 。   

月 によっては週 変わり もあります 。  

時間 は   夕食作り は １６時 ～   

食事 は１８時 ～  

20 時終了   

どこでやってるの ？   

松林 公民館   2 階 和室  

夕食作り  ２階 調理室  

何を するの？  

☆ 夕食 を食べてから （ 中学生 は 無料） 自習をし

ます。

やりたい 教材 （ 宿題、 ドリル 、 ワーク など）

をもってきてください。

☆ 夕食 づくりからの参加も OK 。

お料理 上手 に なれるかも！ お料理 って 奥が 深

い ！ 。

☆ その他に

じゃがいも 掘りや 野外イベント も 開催 予定 。  

第三 水曜日はカレーの 日 。  

第一土曜日はお楽しみ 。   

リクエスト が 叶うかも？ ！

ふくろう 塾は参加してくれる 皆さん が主役 

です。 安心 して参加してください。   

学校 、おうち以外の中学生の居場所で、 

ちょっと ほっと しませんか 。   
主催：松林地区 まちぢから協議会 

子ども部会  

お友達 を誘って （ もちろん一人 

でも OK ！）   

気軽 に参加してみてね  

  

  

こんにちは！ ふくろう塾とは 地域 の方が ボランティア で運営している 中学生 の居場所 です。  

原則 毎月 ２回、 松林 公民館で地域の方が作った夕食を食べたあと、自分がやりたい勉強をしま 

す 。   

37



 ｍ売ろた 

【連絡先】 

●●●-●●●●-●●●●（神原） 

●●●-●●●●-●●●●（中山） 

machijikarakodomo@gmail.com 

LINE 登録お願いします！ 

令和 7 年 12 月吉日 

松林中学校 

円蔵中学校 

赤羽根中学校の生徒の皆さんへ  

松林地区まちぢから協議会子ども部会 

部会長 神原 純子 

 今年も残り少なくなってきました。あっという間に過ぎた一年だと感じるのは、それだけ頑張っ

てきた証拠です。少し充電して、また年明けから頑張っていきましょう。良い年末年始をお過ごし

ください。 

 いよいよ一年の第 4 コーナーのスタート。中学生の居場所、ふくろう塾は変わらず開催していま

す！楽しく夕食を食べた後、自分が持ってきた教材で自習をします。ボランティアの方が分からな

いところを教えてくれたり、地域の方とおしゃべりしたり・・・。夕食を食べるだけでも OK！夕

食づくりをしたい方も大歓迎！たくさんの生徒さんの参加をお待ちしています！ 

 

開催日程 ： 1 月 10 日（土）・1 月 21 日（水）・2 月 7 日（土）・ 

2 月 18 日（水）・3 月 18 日（水） 

※3 月 18 日はふくろう塾体験会同時開催。

開催時間 ：食事づくり 16 時～ 

食事    18 時～(中学生は食事無料) 

自習    18 時半～ 

20 時終了

開催場所 ： 松林公民館（室田 1-3-2） ２階和室・食事づくりは 2 階調理室 

持ち物 ： 筆記用具、自分が勉強したい教材、 

料理づくり参加の場合はエプロン、三角巾、マスク 

ふくろう塾開催のお知らせ 

参加の事前連絡はいりません。直接公民館に来てください。 

参加する際は、お家の方に伝えて来てください。 

食物アレルギーがある方は、事前に教えてください。 

ちなみに・・・ 

献立は、水曜日は 

カレーで土曜日は

お楽しみ♪ 
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１８時 

～20時 

地域のみなさま 

普段は中学生以上のお子さん

を対象に『ふくろう塾』（夕食を

食べた後、自習）として開催し

ていますが 

今月は 

小学生以上のお子さんも 

ご招待します！（自習なし） 

その名も『ふくろう食堂』。 

未就学児のお子さんは保護者

同伴なら参加できます。 

保護者の方もお子さんと一緒

にお食事できます！（お食事代

300円） 

『ふくろう塾』名物の 

カレーライスをみんなで食べ

ましょう！ 

8月 20日（水） 

（通常のふくろう塾と同時開催）

松林公民館 ２階和室 

（茅ケ崎市室田 1-3-2） 

お子さんは無料 

帰りは夜になるので、 

必ず保護者の方がお迎えに来

てください。 

食物アレルギーのあるお子さ

んは、お申し込みの際に 

その旨をお伝えください。 

お問い合わせ 

●●●-●●-●●●●（中山） 

●●●-●●-●●●●（神原） 

主催：松林地区まちぢから協議会 子ども部会 

お申し込みはこちらから 

ご参加、お待ちしてます！ 
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特定事業の概要（松林地区・かんがるぅのぽっけ）

 松林地区まちぢから協議会では、松林地区における地域課題を話し合うなかで、とりわけ多くの意見

があがった「子どもの居場所」に関する課題を解決するための取り組みとして、地域が協力し合い事業

を実施している。

（１）事業の概要 

 自治会館やレンタルスペース等を利用して、子育て世代の居場所を提供している。子育て世代が子ど

もを自由に遊ばせつつ、子育ての悩みについて子ども部会員に相談したり、子育て世代同士が知り合っ

たりする場所として機能している。

（２）事業のねらい 

・子育て支援（孤立感を取り除く、子育て世代の居場所づくり）を行う。

・情報提供や相談の窓口となる。

（３）令和７年度実績 

 合計１２回開催し、幼児７１名、保護者６６名、毎回平均５組の親子の参加があった。雨天時の駐車

場利用など、参加者のニーズを踏まえ、レンタルスペースを活用して開催したことで、子育て世代にと

って貴重な居場所として機能することができた。 

 また、フードバンクからの食材提供や、SNS を活用した開催案内を行ったことで、経費の節減にも務

めることができた。 

 参加者は、「息抜きできる場所」、「相談に応じてもらえる場所」、「ママ友を作れる場所」など様々な

認識を持っており、感謝の言葉をいただくことも多くあり、参加者の満足具合を推察することができた。 

 自治会回覧を見てボランティアに参加してくださる方が増えていること、事業を見学しに来た方が自

身でも居場所を開設したこと、ヨガや音楽イベントとのコラボ企画の打診があったことなど、事業の広

がりを実感しており、次年度も更に居心地の良い居場所作りを展開していきたい。 
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特定事業実施報告書（松林地区・かんがるぅのぽっけ） 

令和７年度 事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
公民館・自治会館を利用し、子育て世代向けの居場所を運営する。 

子育て中の親子への支援、子育て世代同士の交流等を行う。 

活動期間 令和 7 年４月 22 日～令和 8 年 3 月 24 日 

実施体制 
松林地区まちぢから協議会

子ども部会 
周知方法 

・ 自治会回覧・掲示板 

・ まちぢから協議会 HP 

・ 子ども部会 Instagram 

・ かんがるぅのぽっけ公式

LINE での告知 

参加者数 

子ども（幼児）  ７１人 

大人（保護者）  ６６人 

スタッフ     ２８人 

ボランティア   ３３人 

合計      １９８人 

＊見学者      １人 

実施日 

4／22、5／27、6／2４、7／22 

8／26、9／24、10／28、 

11／25、12／23 

R8・1／27、2／24、3／24 

合計 12 回 

室田自治会館（7）、ホリデービ

レッジ（5）にて開催 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

① 子育て支援（孤立感を取り除く、地域の居場所） 

・初めて出会った親同士でも子ども同様に自然と打ち解け、いろいろな話が出来

ている。 

・情報交換したり、子どもを安心して伸び伸び遊ばせられる。 

・子ども同士も良い刺激を受けていて、自宅だと絶対食べない野菜を、かんがる

ぅのぽっけでみんなといると自然に食べている。 

・外食がまだ難しい年齢の子どもを安心して連れていける、憩いの場になった。 

② 地域ニーズの把握 

・天候により自転車や徒歩での参加が難しいとき、駐車場の広い会場があれば参

加を諦めなくて済むとの参加者の声を受け、引き続きレンタルスペースでの

開催を決めた。 

・自身も居場所作りをメインに活動したいという方が見学に来られた。早速、中

赤羽根で活動を始めたとのこと。 

③ 情報提供 

・自治会回覧、まちぢから協議会 HP に加えて、Instagram・LINE も開設。よ

り多くの方に向けて活動紹介を行っている。 

・自治会掲示板への開催日告知ポスターの掲示。 

・他の子育てサロン等の情報提供。 

④ 相談窓口 

・部会員、ボランティアが子育て、孫育て経験者。 

・部会員の中に民生委員児童委員が参加している。 
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事業を計画的に実施す

ることができましたか 

・事前申し込み制は変えず人数制限をやめた。飛び入り参加も可能にした。 

・１回の平均参加組数は５組だった。 

・ピアノ教室講師をお招きし演奏会を開催した。子どもたちは音楽の流れる中伸

び伸び遊び、親たちには癒やしの時間となっていた。 

・会場が見つからない月に、レンタルスペースを加えたことにより開催中止をせ

ずに済んだ。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

概ね適正だった。 

支出についての予算と実績の比較は次のとおりである。 

① 印刷製本費 予算 12,000 円／決算 1,000 円 

・印刷費は松林公民館の印刷機を使用し、低価格に抑えることができた。 

・開催通知を３ヶ月分まとめて出すことで、利用者が日程を確認して申し込みし

やすいようにした。 

・会場、日程変更のお知らせを Instagram や公式 LINE での通知としたので、

予算より低額となった。 

② 賃借料 予算 50,000 円／決算 40,000 円 

・松林公民館が 1 回も使用できず、自治会館も使用出来たのが室田自治会館の

みのため、昨年に続き円蔵にあるレンタルスペース『ホリデービレッジ』を５

回使用した。使用料を 1 回￥8,000 の時間内にした。 

③ 消耗品費 予算 25,000 円／決算 7,335 円 

・前年度の食器購入により、毎回の紙皿購入が不要となった。 

④ 材料費 予算 48,000 円／決算 59,108 円 

・米のみならず様々な食材の価格高騰のため、大幅に増額となった。 

・支援者の畑や公民館にて野菜栽培をし、食材として使用した。また、フードバ

ンク登録により食材を調達することで、材料費の削減に努めた。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

・参加者への意見聴取のほか、松林地区まちぢから協議会の会議で各種団体に

意見聴取を行った。 

・公式 LINE での参加申し込みは保護者の世代とも合っていてより参加し易く

なった。今後は Instagram での情報発信にも力を入れていく。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

・松林地区にお住まいの参加者が多いので、スタッフと買い物途中にばったり出

会うことも多く立ち話に花が咲くことも。嬉しいひととき。 

・公民館まつりで久しぶりに会えた、コロナ禍でスタートしたときのお子さん

が、4 月から１年生です！と声をかけてくれた。赤ちゃんの頃の面影もありつ

つ、少しお姉ちゃんになった姿に感動した。 

・コロナ禍での参加者には、現在第 3 子を連れて参加してくれる方も。 

・保護者と同じ目線で子どもたちの成長を見守ることに、スタッフ一同大きな喜

びを感じている。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

・未就学児の交流の場はまだまだ少なく、子どもにとってはもちろん、保護者同

士の交流の場として定着してきたと思う。 

・自治会回覧を見て、ボランティアに参加してくださる方が増えている。 

・かんがるぅのぽっけを見学し、自身も居場所を開催した方がいた。活動が繋が

っていくのを感じた。 
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子ども 大人 合計

1 4月22日 7 7 14 2 4 3,000 室田自治会館

2 5月27日 5 5 10 2 4 2,650 室田自治会館

3 6月24日 5 4 9 2 4 2,400 室田自治会館

4 7月22日 7 6 13 3 4 2,900 ホリデービレッジ

5 8月26日 6 5 11 3 3 2,650 ホリデービレッジ

6 9月24日 2 2 4 2 1 1,200 室田自治会館

7 10月28日 3 3 6 3 2 1,750 室田自治会館

8 11月25日 7 8 15 2 2 2,450 室田自治会館

9 12月23日 6 5 11 2 2 2,100 ホリデービレッジ

10 1月27日 7 7 14 2 2 2,750 ホリデービレッジ

11 2月24日 7 7 14 3 2 2,950 ホリデービレッジ

12 3月24日 9 7 16 2 3 2,950 室田自治会館

合計 71 66 137 28 33 29,750

※子ども用おむすび（100ｇ）1つ50円。大人用は140ｇ 2個セット

※３/18   今年も地域の方のご厚意でじゃがいも植え付けを行なった。
平日だったのでかんがるぅのぽっけの参加者に声かけをしたところ３組の親子が参加してくれた。

参加人数

令和7年度　かんがるうのぽっけ実績

会場食事金額ボランティアスタッフ実施日実施回数

課題と今後の展望につ

いて 

・ヨガや音楽イベントとのコラボ企画を数件いただいているので、開催に向けて

準備する。 

・空き家探しは引き続き行いつつ、自治会館・レンタルスペースで更に居心地の

良い居場所作りをしていく。 

・参加者の声に耳を傾けて、ストレスフリーな子育てを応援していく。 

43



かんがるぅのぽっけのようす 
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収支決算書 

 

収入 

 

支出 

 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 

科 目 予算額 決算額 内        訳 

補助金 131,000 131,000 認定コミュニティ特定事業助成金 

参加費 24,000 29,750 大人1食200円、子どもおにぎり1個50円 

計 155,000 160,750  

科 目 予算額 決算額 内        訳 

賃借料 50,000 40,000 レンタルスペースにて開催(5回) 

印刷製本費 12,000 1,000 開催通知発行等 

消耗品費 25,000 7,335 除菌用品、掃除用品等 

材料費 48,000 59,108 食材代 

イベント費 10,000 29,339 おもちゃ、絵本等 

予備費 

 

10,000 0  

市への返還金  23,968  

計 155,000 160,750  
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2026年 3月吉日 

松林地区まちぢから協議会子ども部会 

部会長 神原 純子 

 

 

 

 

 

 

 

こそだて世代の居場所 

かんがるぅのぽっけ 
寒暖を繰り返し、少しずつ春を感じる頃になりました。みなさまいかがお過ごしで 

しょうか。 

松林地区まちぢから協議会子ども部会は、子育て世代のみなさんを応援したい！とい

う思いから、交流できる居場所作りを始めて早 5年目の春を迎えます。毎回多くの親子

さんが参加し交流を深めています。『おにぎり＆お味噌汁』をご提供しています（1 食

200円、お子さんはおにぎり 1つ 50円）。お待ちしています！ 

対応するスタッフはみんな子育て経験者です。 

お気軽にご参加ください。 

【開催日時・場所】 

４月２8日（火）室田自治会館（室田自治会館：室田 1-13-35） 

５月 26日（火）室田自治会館 

6月２3日（火）ホリデービレッジ（円蔵 1-19-46） 

＊時間は１０時～１３時 （この時間内ならいつからでも参加可能です） 

※変更がある場合はホームページに載せますので、

随時確認してください。

＊７月以降の日程は順次お知らせしていきます

回覧 

地域のことも知りたい！

子育てに関する情報交換をしたい！ 子どものお友だちもできたらいいな！ 

お友だちがほしい！  

 

 

 

【参加希望の方はこちらから！】⇒ 

ボランティアさん募集中 

一緒にお食事を作ってくださる方、 

活動に興味のある方のご参加をお待ちしていま

す。 
主催 松林地区まちぢから協議会子ども部会 

お問い合わせ 

中山 ●●●-●●●●-●●●●  

神原 ●●●-●●●●-●●●● 

食材のご寄付のお願い 

活動でご提供する食事に使う食材、特に 

お米のご寄付にご協力をお願いします。 
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特定事業の概要（松林地区・広報活動事業）

松林地区では、まちぢから協議会が発足してから様々な事業活動に取り組んでいる。協議会について、

まだ知らない人が見受けられるので、その存在と活動を知ってもらうことを目的に広報活動事業を行っ

ている。合わせて、協議会活動への参加に繋げることで、地区内の顔の見える関係性を構築する一助に

なることも狙っている。 

（１）事業の概要 

本事業は協議会の広報部会が実施している。広報紙「松林タイムス」やポスター等を通じて、松林地

区まちぢから協議会及び関連組織・団体の活動予定や活動報告等を松林地区住民へ情報発信する。 

（２）事業のねらい 

・自分が住む街（地域）で何が行われているかを知ることができる。

・地域コミュニティへの興味が促され、参加のきっかけを与える。

・地域への愛着や帰属意識の向上。

（３）令和７年度実績 

次のア、イ、ウの事業を実施した。 

ア）松林タイムス発行

紙媒体広報紙を２回発行し、松林地区の自治会加入世帯へ配布した。内容は、大運動会の開催と競技

結果、市民集会における行政と住民の意見交換の様子などであった。 

イ）ポスター作成 

ポスターを３種類作成し、自治会管轄の約 120ヶ所へ掲示した。内容は、大運動会、福祉バザー、市

民集会であった。 

ウ）ホームページ運営

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会内に設けられた協議会のホームページを運営した。市民集会を中心

に活動の報告や運営委員会の議事録を掲載した。 

また、協議会で実施している特定事業である「かんがるぅのぽっけ」、「ふくろう塾」の開催状況を掲

載し、それらを利用するきっかけになるよう努めた。こうした事業活動への参加者や担い手を継続的に

募集していくためにも、松林地区の全世帯に幅広く周知できる「松林タイムス」の重要性は大きい。 

 今後は、令和８年１０月に予定されている松林コミュニティセンターの開館を見据え、まちぢから協

議会の活動やコミセンの開館情報等について、SNS などの様々な媒体も活用しながら、きめ細かな情報

発信を行っていく。 
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特定事業実施報告書（松林地区・広報活動事業） 

令和７年度 事業実施報告書 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 

広報紙「松林タイムス」や HP、ポスター等を通じて、松林地区まちぢから協

議会及び関連組織・団体の活動予定や活動報告等を松林地区住民へ情報発信す

る事業 

活動期間 令和７年５月１日～令和８年３月３１日 

実施体制 広報部会 周知方法 

松林タイムス 

ホームページによる情報発信 

ポスター（地区内 120ヶ所掲示） 

参加者数 ― 実施日 

・松林タイムス（２回発行） 

令和 7 年 11 月 30 日（第 17 号

A4裏表） 

令和 8 年 3 月 31 日（第 18 号

A3裏表） 

・ポスター（３回発行） 

大運動会令和 7年 9 月 4日、 

福祉バザー9月 27日、 

市民集会ポスター11月 27 日 

に作成し掲示 

・ホームページで地区内の行事案

内等を随時更新 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

地域の主なイベントである大運動会、福祉バザー、防災訓練、市民集会の PR

ポスターを作成し、自治会管轄の約 120ヶ所の掲示板に掲示しました。 

松林タイムスは 2 回作成配布しました。主な内容として、大運動会の開催と

競技結果、市民集会における行政と住民の意見交換の様子を記事掲載しました。

ホームページは予定どおりの情報を発信することができました。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

部会会議を 8 回開催したほか、広報紙紙面編集や HP 更新などの作業を目的

とした集まりを随時実施（都合 2回）しました。 

SNS による情報発信を具体化する検討を行いましたが、費用面、運用面での課

題が残り構想が煮詰まりませんでした。令和 8年度も検討は継続します。 

HPの編集ソフトとして使っているワードプレスについて、随時技術面の勉強会

を行いました。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

未消化の予算が出ましたが、余分な経費、不必要な経費を発生させないよう部

会全体で緊張感をもって経費管理を行いました。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

協議会の会議等で自治会長を中心に運営委員から随時の意見聴取をしまし

た。 
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一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

HPのコンテンツ更新や、広報紙の制作場面では一部の部会員に作業負荷が偏

ってしまいますが、事前事後の打ち合わせで密なコミュニケーションをとりな

がらメンバー全体がやりがいを感じながら事業に取り組むことができました。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

今まで自治会単位での活動にとどまっていた人が、当事業の実施により自治

会の枠を超えた地域コミュニティに参加するようになりました。新たな担い手

発掘という点では厳しい状況（今期中の部会員増員は１名）です。新たな担い手

を求める方法論を引き続き検討したいと思います。 

課題と今後の展望につ

いて 

令和 8年 10月に松林コミュニティセンターがオープンする予定で、指定管理

者として松林地区まちぢから協議会が指名される見通しと聞いております。コ

ミセン運営管理組織と密な連携をとりながら広報部会事業の遂行にあたりたい

と思います。 

住民が広報紙「松林タイムス」やまち協HPを、従来よりも注目してくれるこ

とを目指したいと思います。住民にとって「知りたいこと」や「興味あること」

を取り上げる広報事業を目指します。 
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収支決算書 
収入 

科   目 予算額 決算額 内        訳 

補助金 130,000 

 

130,000 

 

認定コミュニティ特定事業助成金 

その他 0 135 利息 

計 130,000 

 

130,135  

 

支出 

 科   目 予 算 額 決 算 額 内        訳 

印刷製本費 110,870 94,675 広報紙「松林タイムス」、イベントポスター印刷代 

物品費 5,000 13,606 ハードディスク、USBメモリー 

研修費 3,000 0 

 

 

予備費 11,130 14,220 文字おこしAIソフトNotta 

市への返還金  7,634  

計 130,000 130,135  

   

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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